
保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

公 害 防 止 保 証 
公害防止施設の設置または公害防止のためにする工場の
移転等のために必要な資金の保証 

5,000万円 
≪１億円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

中部経済産業局長または名古屋市長の認定書等 

エ ネ ル ギ ー 対 策 保 証 
経済産業大臣が指定したエネルギーの使用の合理化に資
する施設または非化石エネルギーを使用する施設の設置
のために必要な資金の保証 

２億円 
≪４億円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

省・非化石エネルギー施設の設置に関する計画書・見積書
等 

海 外 投 資 関 係 保 証 
外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株
式その他の持分の取得、その他の海外直接投資の事業を実
施するために必要な資金の保証 

２億円 
≪４億円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

海外直接投資等にかかる計画書等 

新 事 業 開 拓 保 証 
新事業開拓保険に係る新事業認定実施要領に基づき、新事
業として当協会の認定を受けた事業を実施するために必
要な資金の保証 

２億円 
≪４億円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

認定申請書、新事業の開拓に関する計画書等 

特 定 社 債 保 証 
一定の要件（適債基準）を備えた中小企業が発行する社債
（私募債）に対して行う保証 2,400万円以上４億5,000万円以下 

 
ただし、経営安定特例保険および危
機関連特例保険を利用した保証を除
く普通保証、無担保保証と合算で、５
億円以内とします。 

事 業 資 金 ２年以上７年以内 
（振替債） 
満期一括償還 
定時償還 

（発行形式） 
振替債 

①特定社債保証資格要件申告書 
②確定申告書および決算書類（２期分） 
③納税証明書（法人税または事業税） 
④印鑑証明書（３か月以内のもの） 

 
Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 型 
特 定 社 債 保 証 

ＳＤＧｓ推進にかかる取組みを行う中小企業が発行する
社債（私募債）に対して行う、特定社債保証に比べ低保証
料率の保証 

【ＳＤＧｓ型特定社債保証の場合】 
（上記①～④に加えて） 
⑤ＳＤＧｓ型特定社債保証資格要件申告書 
【名古屋市SDGs推進プラットフォーム」会員の場合】 
⑥（上記に加えて）会員証の写し 

流 動 資 産 担 保 融 資 保 証 棚卸資産または原則として１年以上継続取引のある国内
事業者に対する売掛債権を有する中小企業者を対象とし
た、棚卸資産・売掛債権を担保とした融資に対して行う保
証 

２億円 
ただし、根保証における極度額は百
万円単位、個々の貸越金額および個
別保証における融資金額は千円単位
とします。 

事 業 資 金 
根保証  １年 
個別保証 １年以内 

（根保証） 
約定返済 
随時返済 

（個別保証） 
期日一括 

（根保証） 
当座貸越 

（個別保証） 
手形貸付 

①譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表 
②譲渡担保対象売掛先明細書 
③第三債務者との取引基本契約書の写し 
④過去の取引実績を証する書類の写し 
⑤売掛先への納品書、請求書などの写し 
⑥売掛先からの発注書、支払通知書、検収書などの写し等 
⑦棚卸資産売上代金入金口座届出書 

事 業 再 生 保 証 

民事再生手続等の申立から計画認可の決定が確定した後
３年を経過していない中小企業者であって、次の（１）お
よび（２）のいずれの要件も満たすかたについて行う保証 
（１） 金融機関および取引先からの取引の支援が得られ

ており、事業の再建に合理的な見通しが認められ
ること 

（２） 償還確実性が見込まれること 

２億円 

① 原材料の購入のた
めの費用 

② 商品の仕入のため
の費用 

③ 商品の生産にかか
る労務費および経
費 

④ 設備の増設、改良
または補修等のた
めの費用 

⑤ 販売費および一般
管理費 

⑥ 借入金利息の弁済
のための費用 

⑦ 金銭債権の弁済の
ための費用 

10年以内 
分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①過去１年分の月次資金繰り実績表 
②今後１年分の月次資金繰り予定表 
③過去３年分の貸借対照表・損益計算書・営業報告書・株
主資本等変動計算書および付属明細書ならびに税務申
告書 

④民事再生法または会社更生法（以下、「民事再生法等」と
いいます。）の手続開始申立書および申立書の添付書類
一切 

⑤民事再生法等の申請について、監督委員または管財人の
意見書（調査委員の報告書がある場合はそれを含みま
す。） 

⑥民事再生法等の再生計画認可決定書および事業計画書
を含んだ認可決定の添付書類一切 

⑦計画履行報告書（認可後、返済計画を履行している場合） 
⑧別除権についての返済計画書（別除権に対する返済履行
をしている場合は、返済履行報告書を含みます。） 

⑨取引先からの支援を証する書類（取引証明書、契約書、
納品書、発注書、依頼書、業務提携書等） 

保証割合は８０％ 

１００％ 

保証割合は８０％ 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

中 堅 企 業 特 別 保 証 
「破綻金融機関等の融資先であ
る中堅事業者に係る信用保険の
特例に関する臨時措置法」が終
了する日まで。 

破綻金融機関と金融取引を行っていたために、金融機関か
らの円滑な資金調達に支障を生じていることについて、都
道府県知事の認定を受けた中堅事業者（資本金５億円未満
で一般保証の対象規模を超える会社）に対して行う保証 

６億円 
ただし、 
①他の全ての保証との合算 
普通保証 ：５億円 
無担保保証：１億円 

②保証付融資額は、協調融資総額の
80％を限度とします。 

運 転 ・ 設 備 
運転 ５年以内 
設備 ７年以内 

分割返済 証書貸付 都道府県知事の認定書 

災 害 関 係 保 証 

次の（１）及び（２）に該当するかたに対して行う保証 
（１） 激甚災害について災害救助法が適用された地域

又は中小企業者が有する施設が災害を受けてい
ると認められるとして主務省において指定した
地域（被災地域）内に事業所を有するかた 

（２） 激甚災害により直接被害を受けたかた 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

ただし、 
①本保証（東日本大震災にかかるも
のに限ります）、セーフティネット
保証および緊急保証と合算で、 
２億8,000万円≪４億8,000万円≫
（セーフティネット保証６号を利
用する場合は３億 8,000 万円  
≪４億8,000万円≫）以内とします。 

②本保証（東日本大震災、危機関連保
証にかかるものに限ります）、セー
フティネット保証、緊急保証、東日
本大震災復興緊急保証および危機
関連保証と合算で、 
５億6,000万円≪９億6,000万円≫
以内とします。 

なお、緊急保証には、原材料価格高騰
対応等緊急保証および景気対応緊急
保証を含みます。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

市町村長の罹災証明書の写し 

経 営 安 定 関 連 
（セーフティネット）保証 

経済産業大臣が指定した特定中小企業者で、次の（１号）
から（８号）までのいずれかに該当するかたについて行う
保証 
（１号） 取引の相手方の倒産により影響のあったかた 
（２号） 取引の相手方が事業活動の制限を受けているた

め影響のあったかた 
（３号） 災害その他の突発的に生じた事由により影響の

あった特定の地域内の特定業種に属するかた 
（４号） 災害その他の突発的に生じた事由により影響の

あった特定の地域内で事業を営むかた 
（５号） 経済事情の変動により影響のあった業種で、経

営の安定化に支障を生じているかた 
（６号） 破綻金融機関等と金融取引を行っており、破綻

金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調
達を必要としているかた 

（７号） 金融機関が支店の削減等による経営の合理化に
伴う金融取引の調整を実施していることにより
借入の減少等が生じているかた 

（８号） 金融機関が特定協定銀行に貸付債権を譲渡した
ことにより借入の減少等が生じている中小企業
者のうち、事業の再生が可能と認められるかた 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

ただし、セーフティネット保証６号
を利用する場合は、 
３億8,000万円≪４億8,000万円≫ 
ただし、 
①緊急保証および災害関係保証（東
日本大震災にかかるものに限りま
す）を含みます。 

②緊急保証、災害関係保証（東日本大
震災、危機関連保証にかかるもの
に限ります。）、東日本大震災復興
緊急保証および危機関連保証と合
算で、 
５億6,000万円≪９億6,000万円≫
以内とします。 

なお、緊急保証には、原材料価格高騰
対応等緊急保証および景気対応緊急
保証を含みます。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

市町村長の認定書 
【セーフティネット保証８号の場合】 
上記に加え、取引状況申告書 

１００％ 

１号～４号、 

６号は 100％ 

１００％ 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

労 働 力 確 保 関 連 保 証 
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従って、雇用管理
等の改善を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

都道府県知事の認定通知書および改善計画認定申請書の
写し 

中 小 小 売 商 業 関 連 保 証 
中小小売商業振興法による高度化事業計画に基づく経済
産業大臣等の認定を受けた高度化事業を実施するために
必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

都道府県知事等の認定書および認定申請書の写し 

商店街整備等支援関連保証 

中小小売商業振興法による商店街整備支援計画に基づく
経済産業大臣等の認定を受けた一般社団法人または一般
財団法人が、高度化事業を実施するために必要な資金の保
証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

都道府県知事等の認定書および認定申請書の写し 

伝統的工芸品支援関連保証 
経済産業大臣の認定を受けた一般社団法人または一般財
団法人が、伝統的工芸品等の支援計画に基づく事業を実施
するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

経済産業大臣の認定書および認定申請書（認定支援計画
書）の写し 

地 域伝 統芸能 等関連 保証 
市町村長の認定を受けた中小企業者が、都道府県が定める
地域伝統芸能等活用行事の基本計画に基づき、特定事業等
を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

市町村長等の認定書および認定申請書の写し、認定計画書 

小規模事業者支援関連保証 

小規模事業者の経営の改善発達を支援するため、都道府県
知事または経済産業大臣の認定を受けた事業計画に従い
事業継続力強化支援事業または経営発達支援事業を実施
するために必要な資金に対する保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

認定を受けた一般社団法人、一般財団法人または特定非営
利活動法人であることを証する書面 
【事業継続力強化支援事業の場合】 
事業継続力強化支援計画認定通知書および申請書の写し 
【経営発達支援事業の場合】 
経営発達支援計画認定通知書および申請書の写し 

中 心 市 街 地 商 業 等 
活 性 化 関 連 保 証 

主務大臣の認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業
計画、特定事業計画または中小小売商業高度化事業計画に
従って、市街地の整備改善等を実施するために必要な資金
の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①主務大臣の認定申請書の写し 
【一般社団法人または一般財団法人の場合】 
②中心市街地活性化法第53条第２項または中心市街地整
備改善活性化法第26条第２項に規定する一般社団法人
または一般財団法人であることを証する書面 

中 心 市 街 地 商 業 等 
活 性 化 支 援 関 連 保 証 

主務大臣の認定を受けた特定事業もしくは中小小売商業
高度化事業を行う特定会社または一般社団法人もしくは
一般財団法人が事業を実施するために必要な資金の保証 

（特定会社） 
５億6,000万円 

ただし、中心市街地商業等活性化関
連保証および一般保証分を含みま
す。 
（一般社団法人または一般財団法人） 

５億6,000万円 
ただし、中心市街地商業等活性化関
連保証を含みます。 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①主務大臣の認定申請書の写し 
【一般社団法人または一般財団法人の場合】 
②中心市街地活性化法第53条第２項または中心市街地整
備改善活性化法第26条第２項に規定する一般社団法人
または一般財団法人であることを証する書面 
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責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

創 業 関 連 保 証 
（ 再 挑 戦 支 援 保 証 
の 利 用 も 可 能 ） 

個人による創業および新たに会社を設立して事業を開始
するかた等に対して行う保証 
ただし、経営状況の悪化により事業の廃止、法人の解散を
したかたで、廃業後５年以内に保証の申込みをしたかたも
含みます。 

3,500万円 
ただし、中小企業信用保険法第３条
の２に規定する無担保保険にかかる
保証と合算で8,000万円以内としま
す。 

運 転 ・ 設 備 10年以内 分割返済 証書貸付 

① 当協会所定の「創業・再挑戦計画書」 
② 所得証明書または課税証明書（２年度分・写し可） 
③ 不動産を所有している場合は、不動産登記簿謄本 
④ 税務署への開業届の写し 
⑤ 事業を開始している場合は、試算表等 

【申込人が会社の場合】 
⑥ 定款の写しおよび商業登記簿謄本 

【許認可事業に対する許認可証等を取得している場合】 
⑦ 許認可等の写し 
【廃業経験のある場合】 
⑧ 資格要件申告書等 

特 定 新 技 術 事 業 
活 動 関 連 保 証 

特定中小企業者が、国等からの特定補助金等にかかる成果
を利用した事業活動を実施するために必要な資金の保証 

３億円 
≪６億円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 
①特定補助金等を交付されたことを証する書面等 
②新事業の開拓に関する計画書等 

経 営 革 新 関 連 保 証 
行政庁の承認を受けた経営革新計画に従って、経営革新の
ための事業を実施するために必要な資金の保証 

（１）   ２億8,000万円 
 ≪４億8,000万円≫ 

（２） 新事業開拓保険を利用する
場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の新事業開拓保険
の保証と合算します。 

（３） 海外投資関係保険を利用す
る場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の海外投資関係保
険の保証と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 

経営革新計画にかかる承認申請書の写し 
【（２）新事業開拓保険を利用する場合】 
新事業開拓保証を参照してください。 
【（３）海外投資関係保険を利用する場合】 
海外投資関係保証を参照してください。 

特 定 中 小 企 業 再 生 
支 援 関 連 保 証 

特定中小企業再生支援事業を実施するために必要な資金
の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①申込者が認定支援機関であることを証する書面 
②中小企業活性化協議会の決定を証する書面 
③特定中小企業再生支援事業に関する計画書 

振 興 事 業 関 連 保 証 
 
 
 
 

主務大臣の認定を受けた振興事業計画に従って振興事業
を実施するために必要な資金の保証 

４億8,000万円 
≪６億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 
主務大臣の承認を受けた振興事業計画の写し 
【流動資産担保証を利用する場合】 
流動資産担保保証を参照してください。 

流 通 業 務 総 合 
効 率 化 関 連 保 証 

主務大臣の認定を受けた総合効率化計画に従って、流通業
務総合効率化事業の実施に必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 主務大臣の認定申請書の写し 

地域経済牽引事業関連保証 
都道府県知事が承認した地域産業牽引事業計画に従って
事業を実施するために必要な資金について行う保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①承認地域経済牽引事業計画に係る承認申請書の写しお
よび必要書類 

②承認地域経済牽引事業を実施していることについて都
道府県知事が確認した旨の確認書 

【一定の要件に該当し、経営者保証を付さない場合】 
③財務要件等確認書（特例地域経済牽引事業関連保証） 

地域経済牽引支援関連保証 
主務大臣が承認した連携支援計画に従って、一般社団法人
または一般財団法人が連携支援事業を実施するために必
要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①承認連携支援計画に係る承認申請書の写しおよび必要
書類 

②承認連携支援事業を実施する一般社団法人、一般財団法
人であることを証する書面 

１００％ 

流動資産担保証を利用する場合 

保証割合は８０％ 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

海 外 地 域 産 業 資 源 
活 用 事 業 関 連 保 証 

主務大臣の認定を受けた地域産業資源活用事業計画に従
って、海外において地域産業資源活用にかかる事業（需要
の開拓にかかるものに限ります。）を実施するために必要
な資金の保証 

４億円 
≪６億円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ５年以内 
設備 ７年以内 

分割返済 証書貸付 
①地域産業資源活用事業計画にかかる認定申請書の写し 
②海外直接投資等にかかる計画書等 

特 定 信 用 状 関 連 保 証 
中小企業者の海外子会社（新たに設立する場合も含みま
す。）が現地で行う資金調達を支援するための保証 

２億円 - １年以内 原則一括返済 - 

①特定信用状を活用した外国関係法人の金銭の借入に関
する計画書 

②外国関係法人の商業登記簿謄本に類するもの（ある場合
のみ。） 

※外国語表記のものは、日本語訳（概要で可）を添付して
提出してください。 

事 業再 生円滑 化関連 保証 

全部または一部の債権者の協力を得ながら事業の再生を
図るため必要な資金の保証 
金融機関の支援が得られており、事業の再建に合理的な見
通しが認められ、次の（１）または（２）のいずれかに該
当する中小企業者を対象とします。 
（１） 特定認証紛争解決手続によって事業再生を図ろう

とするかた。 
（２） 認定支援機関の指導または助言を受け事業再生を

図ろうとするかた。 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

①原材料の購入のた
めの費用 

②商品の仕入のため
の費用 

③商品の生産にかか
る労務費および経
費 

④設備の増設、改良
または補修等のた
めの費用 

⑤販売費および一般
管理費 

⑥借入金利息の弁済
のための費用 

⑦少額の債権の弁済
のための費用 

３年以内 
分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①当該事業者について特定認証紛争解決事業者が特定認
証紛争解決手続を実施していることが確認できる書面
または認定支援機関が当該事業者の事業再生計画の作
成について指導または助言を開始したことを証する書
面 

②特定調停申立書（特定調停の申立をしている場合のみ。） 
③事業再生に関する計画書（事業再生円滑化関連保証用） 
④その他財務内容や計画遂行性の確認に必要と思われる
書類等 

※①については、特定認証紛争解決事業者または認定支援
機関から提出してください。 

経 営 承 継 関 連 保 証 

経営者の死亡または退任等に起因する経営の承継に伴い、
議決権株式や事業用資産等の取得等多額の費用を要する
事由が生じたことにより、事業活動の継続に支障が生じる
ことに対し、経済産業大臣（都道府県知事）の認定を受け
たかたに対して行う保証 

２億8,000万円 

①議決権株式の取得
資金 

②事業用資産等の取
得資金 

③事業用資産等にか
かる相続税または
贈与税の納税資金 

④他の共同相続人に
対して負担する債
務の返済資金また
は事業用資産等の
返還義務を免れる
ための価格弁償資
金 

⑤運転資金 

運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

都道府県知事の認定書（申請書の写しを含みます）の写し 
【資金使途①～④のいずれかの場合】 
上記に加え、認定申請の提出書類の写し 

保証割合は８０％ 

保証割合は８０％ 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

農 商 工 等 連 携 
事 業 関 連 保 証 主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従っ

て、農商工等連携事業を実施するために必要な資金の
保証 

（１）  ２億8,000万円 
 ≪４億8,000万円≫ 

（２） 新事業開拓保険を利用す
る場合 
４億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の新事業開拓保
険の保証と合算します。 

（３） 海外投資関係保険を利用
する場合 
４億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の海外投資関係
保険の保証と合算します。 

（４） 流動資産担保保険を利用
する場合 
   ２億円 

運 転 ・ 設 備 

（１）、（２）、（３）
の場合 
運転 ５年以内 
設備 ７年以内 

 
（４）の場合 
（根保証） 

１年 
（個別保証） 

１年以内 

（１）、（２）、
（３）の場合 
分割返済 

 
（４）の場合 
（根保証） 
約定返済 
随時返済 

（個別保証） 
期日一括 

（１）、（２）、
（３）の場合 
証書貸付 

 
（４）の場合 
（根保証） 
当座貸越 

（個別保証） 
手形貸付 

農商工等連携事業計画にかかる認定申請書の写し 
【新事業開拓保険を利用する場合】 
新事業開拓保証を参照してください。 
【海外投資関係保険を利用する場合】 
海外投資関係保証を参照してください。 
【流動資産担保保険を利用する場合】 
流動資産担保融資保証を参照してください。 

農商工等連携支援関連保証 

主務大臣の認定を受けた農商工等連携支援事業計画に従
って、一般社団法人もしくは一般財団法人または特定非営
利活動法人が、農商工等連携支援事業を実施するために必
要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 ５年以内 
設備 ７年以内 

分割返済 証書貸付 
①農商工等連携支援事業計画にかかる認定申請書の写し 
②一般社団法人、一般財団法人または特定非営利活動法人
であることを証する書面 

商店街活性化事業関連保証 
経済産業大臣の認定を受けた商店街活性化事業計画に従
って、商店街活性化事業を実施するために必要な資金の保
証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 
経済産業大臣の認定を受けた事業計画にかかる認定申請
書の写し 

商店街活性化支援関連保証 
経済産業大臣の認定を受けた商店街活性化支援事業計画
に従って、商店街活性化支援事業を実施するために必要な
資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 ５年以内 
設備 ７年以内 

分割返済 証書貸付 

①経済産業大臣の認定を受けた事業計画にかかる認定申
請書の写し 

②一般社団法人、一般財団法人または特定非営利活動法人
であることを証する書面 

（４）の保証割合は 

８０％ 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

東 日 本 大 震 災 
復 興 緊 急 保 証 

東日本大震災による被害を受けた中小企業者で、次の
（１）から（４）までのいずれかに該当するかたに対し
て行う保証 
（１） 特定被災区域内に事業所を有し、震災により当

該事業所等に損害を受けたことについて、市町
村長等の証明を受けたかた 

（２） 原子力発電所の事故による警戒区域、計画的避
難区域または緊急時避難準備区域として公示さ
れた区域内に事業所を有するかた 

（３） 特定被災区域内に事業所を有し、経営の安定に
支障が生じていることについて、市町村長の認
定を受けたかた 

（４） 上記（１）から（３）までに掲げる中小企業者
を構成員とする中小企業等協同組合その他の主
として小規模の事業者を直接または間接の構成
員とする団体 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

ただし、災害関係保証（東日本大
震災、危機関連保証にかかるもの
に限ります。）、セーフティネット
保証、緊急保証及び危機関連保証
と合算で５億6,000万円≪９億
6,000万円≫以内とします。 
なお、緊急保証には、原材料価格
高騰対応等緊急保証および景気対
応緊急保証を含みます。 

（１） 本制度に
係る既往借入
金の範囲内の
額による借換
資金 

（２） 次の①ま
たは②の返済
資金 
①㈱東日本大
震災事業者
再生支援機
構が㈱東日
本大震災事
業者再生支
援機構法の
規定により
買取りした
債権 

②産業復興機
構が㈱東日
本大震災事
業者再生支
援機構法の
規定により
買取りをし
た債権 

10年以内 分割返済 
証書貸付 
手形貸付 

【（１）の場合】 
罹災証明書等の写し 
【（２）の場合】 
納税証明書、法人登記簿謄本等、当該区域内に事業所を
有することが確認できる書面 
【（３）の場合】 
市町村長の認定書 
【（４）の場合】 
構成員にかかる上記書面 
※（１）（３）（４）の場合、東日本大震災の影響を要因
として必要な資金である旨の理由書 

経 営革 新等支 援関連 保証 
主務大臣の認定を受けた一般社団法人もしくは一般財団
法人または特定非営利活動法人が、経営革新等支援業務を
実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転  ５年以内 
設備  ７年以内 

分割返済 証書貸付 

①経営革新等支援業務に関する計画書 
②認定経営革新等支援業務を実施する一般社団法人、一般
財団法人または特定非営利活動法人であることを証す
る書面 

一 括 支 払 契 約 保 証 

中小企業者の支払債務を保証し、中小企業に対する一
括支払契約の普及を一層促進し、もって中小企業者お
よび当該者に対し商品・サービス等を納入する者の企
業間信用を活用した資金繰りを円滑化することを目的
とした保証 
【被保証債務の範囲】 
売掛金債権等の割引により支払企業が負担する債務が
保証対象となります。 
なお、対象となる支払債務は、中小企業信用保険法の対
象業種から生じるものに限定します。 

10億円 
ただし、特定社債保険、普通保険、
無担保保険（それぞれ経営安定関
連特例を除きます。）にかかる保証
を含みます。 

売掛金債権等の
割引により支払
企業が負担する
債務 

１年以内 

一括決済方式 
（ファクタリ
ング方式、信
託方式、並存
的債務引受方
式） 

（保証形式） 
根保証 

当協会にお問い合わせください。 

情 報 提 供 支 援 関 連 保 証 
経済産業大臣から認定を受けた認定情報提供機関のうち、
一般社団法人または一般財団法人が、情報提供業務を実施
するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①情報提供業務に関する計画書 
②経済産業大臣から認定を受けた一般社団法人又は一般
財団法人であることを証する書面 

１００％ 

 令和９年３月３１日までに 

貸付実行する必要があります。 

保証割合は 70％以下 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

特 定 連 携 事 業 関 連 保 証 
主務大臣から認定を受けた特定連携事業計画に従って、特
定連携事業を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

新事業開拓保険を利用する場合 
４億円 ≪６億円≫ 

ただし、他の新事業開拓保険の保証
と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

認定を受けた特定連携事業計画に係る認定申請書の写し 

事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 
(経営改善サポート)保証制度 

 
 
 
 

経営サポート会議等に基づき作成された事業再生計画等
（債権者全員の合意が成立したものに限る）に従って事業
再生の計画を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

事 業 資 金 
(ただし、事業再生の
計画の実施に必要な
資金に限ります。) 

15年以内 
分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

経営サポート会議等に基づき作成された事業再生計画等
の写し 

連 携創 業支援 等関連 保証 
認定連携創業支援事業を実施する一般社団法人もしくは
一般財団法人または特定非営利活動法人が、認定連携創業
支援事業を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 ７年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①認定連携創業支援事業を実施する一般社団法人、一般     
財団法人または特定非営利活動法人であることを証す
る書面 

②認定創業支援事業計画の写し 
③認定連携創業支援事業に関する計画書の写し 

経 営 力 向 上 関 連 保 証 
主務大臣から認定を受けた経営力向上計画に従って、経営
力向上に係る事業を実施するために必要な資金の保証 

（１）  ２億8,000万円 
 ≪４億8,000万円≫ 

（２） 新事業開拓保険を利用する
場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の新事業開拓保険
の保証と合算します。 

（３） 海外投資関係保険を利用す
る場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の海外投資関係保
険の保証と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
（ただし､経営力向
上に係る事業のう
ち、新事業活動を実
施するために必要な
資金に限ります） 

運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 

主務大臣の認定を受けた経営力向上計画にかかる認定申
請書の写し 
【新事業開拓保険を利用する場合】 
新事業開拓保証を参照してください。 
【海外投資関係保険を利用する場合】 
海外投資関係保証を参照してください。 
【一定の要件に該当し、経営者保証を付さない場合】 
財務要件等確認書（特例経営力向上関連保証） 

危 機 関 連 保 証 大規模な経済危機、災害等の事象により経営の安定に支障
が生じていることについて市区町村の認定を受けた中小
企業者のかたに対して行う保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

ただし、緊急保証、災害関係保証（東
日本大震災および危機関連保証にか
かるものに限ります）、東日本大震災
復興緊急保証およびセーフティネッ
ト（経営安定関連）保証と合算で ５
億6,000万円≪９億6,000万円≫ 以
内とします。 

運 転 ・ 設 備 運転  10年以内 分割返済 
証書貸付 
手形貸付 

危機関連保証にかかる市町村長の認定書 
※経済産業大臣の指定がなされた場合、本保証をご利用い
ただけます。 

一部につき 

１００％ 

１００％ 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

特 定 経 営 承 継 関 連 保 証 

経営者の死亡または退任等に起因する経営の承継に伴い、
株式等や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由
が生じたことにより、事業活動の継続に支障が生じること
に対し、経済産業大臣（都道府県知事）の認定を受けた中
小企業者の代表者のかたに対して行う保証 

２億8,000万円 

①株式等の取得資金 
②事業用資産等の取
得資金 

③株式等若しくは事
業用資産等にかか
る相続税または贈
与税の資金 

④裁判上若しくは裁
判外の和解、又は
家事事件手続法に
よる審判の確定若
しくは調停の成立
した他の共同相続
人に対して負担す
る債務の返済資金
または事業用資産
等の返済義務を免
れるための価格弁
済資金 

⑤事業活動の継続に
必要な資金 

運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①都道府県知事の認定書（申請書の写しを含みます）の写
し 

②認定申請の提出書類の写し 

商 店 街 活 性 化 促 進 
事 業 関 連 保 証 

内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載されて
いる商店街活性化促進事業の実施に関する計画に記載さ
れた事業のうち、特に事業資金の融通の円滑化が必要な事
業を行い、又は行おうとして、市町村長の認定を受けたか
たに対して行う保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

市町村長の認定書（申請書の写しを含みます。）の写し 

先 端設 備等導 入関連 保証 
市町村長の認定を受けた先端設備等導入計画に従って、先
端設備等導入を行うかたに対して行う保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

市町村長の認定を受けた認定申請書の写し 

経 営 承 継 準 備 関 連 保 証 

後継者を確保することが困難であること等により、事業活
動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営承継
を行うために、事業継続に不可欠な株式等・事業用資産等
を取得する必要がある、経済産業大臣の認定を受けた中小
企業者に対して行う保証 

２億8,000万円 

①他の中小企業者が
有する事業用資産
等の取得資金 

②他の中小企業者
（会社に限る）が
有する株式等の取
得資金 

運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①都道府県知事の認定書（申請書の写しを含みます）の写
し 

②認定申請の提出書類の写し 
【一定の要件に該当し、経営者保証を付さない場合】 
③財務要件等確認書 

特定経営承継準備関連保証 

後継者を確保することが困難であること等により、事業活
動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営承継
を行うために、事業継続に不可欠な株式等・事業用資産等
を取得する必要がある、経済産業大臣の認定を受けた事業
を営んでいない個人に対して行う保証 

２億8,000万円 

① 他の中小企業者
が有する事業用
資産等の取得資
金 

② 他の中小企業者
（会社に限る）が
有する株式等の
取得資金 

運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
①都道府県知事の認定書（申請書の写しを含みます）の写
し 

②認定申請の提出書類の写し 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

情 報 処 理 支 援 関 連 保 証 
情報処理支援業務を実施する一般社団法人または一般財
団法人が、情報処理支援業務を実施するために必要な資金
の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①県認定を受けた一般社団法人または一般財団法人であ
ることを証する書面の写し 

②借入金が情報処理支援業務を実施するために必要な資
金であることを証する書面（情報処理支援業務に関する
計画書）の写し 

技 術 等 情 報 漏 え い 防 止 
措 置 認 証 関 連 保 証 

技術等情報漏えい防止措置認証業務を実施する一般社団
法人または一般財団法人が、技術等情報漏えい防止措置認
証業務を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①認定を受けた一般社団法人または一般財団法人である
ことを証する書面の写し 

②借入金が技術等情報漏えい防止措置認証業務を実施す
るために必要な資金であることを証する書面（技術等情
報漏えい防止措置認証業務に関する計画書）の写し 

社 外高 度人材 活用新 事業 
分 野 開 拓 関 連 保 証 

主務大臣の認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開
拓計画に従って、社外高度人材活用新事業分野開拓のため
の事業を実施するために必要な資金の保証 

（１）  ２億8,000万円 
（２） 新事業開拓保険を利用する

場合 
   ３億円 
ただし、他の新事業開拓保険
の保証と合算します。 

（３） 海外投資関係保険を利用す
る場合 
   ４億円 
ただし、他の海外投資関係保
険の保証と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 

社外高度人材活用新事業分野開拓計画にかかる認定申請
書の写し 
【新事業開拓保険を利用する場合】 
新事業開拓保証を参照してください。 
【海外投資関係保険を利用する場合】 
海外投資関係保証を参照してください。 

事 業継 続力強 化関連 保証 
経済産業大臣の認定を受けた事業継続力強化計画に従っ
て、事業継続力強化のために必要な資金の保証 

（１） ２億8,000万円 
 ≪４億8,000万円≫ 

（２） 新事業開拓保険を利用する
場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の新事業開拓保険
の保証と合算します。 

（３） 海外投資関係保険を利用す
る場合 
４億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の海外投資関係保
険の保証と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 

事業継続力強化計画にかかる認定申請書の写し 
【新事業開拓保険を利用する場合】 
新事業開拓保証を参照してください。 
【海外投資関係保険を利用する場合】 
海外投資関係保証を参照してください。 

連 携 事 業 継 続 力 
強 化 関 連 保 証 

経済産業大臣の認定を受けた連携事業継続力強化計画に
従って、連携事業継続力強化のために必要な資金の保証 

（１） ２億8,000万円 
 ≪４億8,000万円≫ 

（２） 新事業開拓保険を利用する
場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の新事業開拓保険
の保証と合算します。 

（３） 海外投資関係保険を利用す
る場合 
   ３億円 
  ≪６億円≫ 
ただし、他の海外投資関係保
険の保証と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 

連携事業継続力強化計画にかかる認定申請書の写し 
【新事業開拓保険を利用する場合】 
新事業開拓保証を参照してください。 
【海外投資関係保険を利用する場合】 
海外投資関係保証を参照してください。 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

情報処理システム運用・管理 
関 連 保 証 

経済産業大臣の認定を受けた情報処理システムの運用・管
理に必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
証書貸付 
手形貸付 

①認定申請書及び認定通知書の写し 
②情報処理システムの運用及び管理に関する計画書 

特 定 高 度 情 報 通 信 技 術 
活 用 シ ス テ ム 開 発 
供 給 等 関 連 保 証 

主務大臣の認定を受けた開発供給計画、導入計画または特
定半導体生産施設整備等計画に従って行う事業のために
必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
証書貸付 
手形貸付 

認定開発供給計画、認定導入計画または認定特定半導体生
産施設整備等計画の認定申請書及び認定書の写し 

経 営 承 継 借 換 関 連 保 証 
事業承継を予定している一定の要件を満たす会社であっ
て、その経営者が経営者保証を提供している借入金につい
て、経営者保証解除のために行う借換資金の保証 

２億8,000万円 運 転 資 金 10年以内 
分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①認定書の写しおよび認定申請の提出書類の写し 
②財務要件等確認書 
③借換債務等確認書 
④他行借換依頼書兼確認書（申込金融機関以外からの借入
金を含む場合） 

⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート（保証料
率を軽減する場合） 

特 定 連 携 事 業 継 続 力 
強 化 関 連 保 証 

経済産業大臣から認定を受けた連携事業継続力強化計画
に従って、大企業者が中小企業者と共同で連携事業継続力
強化を実施するための資金の保証 

２億8,000万円 
ただし、一般保証分を含みます。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①認定申請書の写し 
②経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する認定
連携事業継続力強化を行う大企業者又は事業所を有す
る事業者と共同で認定連携事業継続力強化を行う大企
業者であることを証する書面 

受 託 中 小 企 業 取 引 機 会 
創 出 事 業 関 連 保 証 

経済産業大臣から認定を受けた中小企業者が適切な取引
慣行を醸成する上で必要な資金の保証 

（１）  ２億8,000万円 
 ≪４億8,000万円≫ 

（２） 新事業開拓保険を利用する
場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の新事業開拓保険
の保証と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

①認定申請書の写し 
②認定通知書の写し 
③受託中小企業取引機会創出事業に関する計画書の写し 
（必要に応じて認定更新申請書、認定変更届出書を添付す
る） 
【（２）新事業開拓保険を利用する場合】 
「４ 新事業開拓保証」を参照してください。 

農 林 水 産 物 ・ 食 品 輸 出 
促 進 支 援 関 連 保 証 

主務大臣から認定を受けた一般社団法人または一般財団
法人が、輸出促進業務を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 

①認定を受けた一般社団法人または一般財団法人である
ことを証する書面の写し 

②借入金が輸出促進業務を実施するために必要な資金に
係るものであることを示す書面（輸出促進業務に関する
計画書） 

供 給 確 保 関 連 保 証 
主務大臣から認定を受けた認定供給確保計画に従って行
われる供給確保事業を実施するために必要な資金の保証 

（１） ２億8,000万円 
 ≪４億8,000万円≫ 

（２） 新事業開拓保険を利用する
場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の新事業開拓保険
の保証と合算します。 

（３） 海外投資関係保険を利用す
る場合 
３億円 ≪６億円≫ 
ただし、他の海外投資関係保
険の保証と合算します。 

運 転 ・ 設 備 
運転 10年以内 
設備 15年以内 

分割返済 証書貸付 

連携事業継続力強化計画にかかる認定申請書の写し 
【新事業開拓保険を利用する場合】 
新事業開拓保証を参照してください。 
【海外投資関係保険を利用する場合】 
海外投資関係保証を参照してください。 



保証制度一覧（別枠保証） 
責任共有制度の対象外となる保証については、      と表記しております。 １００％ 

制 度 名 概        要 
保 証 限 度 額 
≪  ≫ 内 は 組 合 

資 金 使 途 保 証 期 間 返 済 方 法 貸 付 形 式 必  要  書  類  等 

ス タ ー ト ア ッ プ 創 出 
促 進 保 証 制 度 創業から一定期間を経過していない会社等に対して経営

者保証不要で行う保証 

3,500万円 
ただし、中小企業信用保険法第３条
の２に規定する無担保保険にかかる
保証と合算で8,000万円以内としま
す。 

運 転 ・ 設 備 10年以内 分割返済 証書貸付 

①当協会所定の「創業計画書」 
②所得証明書または課税証明書（２年度分・写し可） 
③不動産を所有している場合は、不動産登記簿謄本 
④税務署への開業届の写し 
⑤事業を開始している場合は、試算表等 
【申込人が会社の場合】 
⑥定款の写しおよび商業登記簿謄本 
【許認可事業に対する許認可証等を取得している場合】 
⑦許認可等の写し 

事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 
（経営改善サポート）保証 
（経営改善・再生支援強化型）制度 

 
 
 
 

資材高騰や物価高、人手不足等による影響を受けたかた
が、経営サポート会議等に基づき作成された事業再生計画
等（債権者全員の合意が成立したものに限る）に従って事
業再生の計画を実施するために必要な資金の保証 

２億8,000万円 
≪４億8,000万円≫ 

事 業 資 金 
(ただし、事業再生の
計画の実施に必要な
資金に限ります) 

15年以内 
分割返済 
一括返済 

証書貸付 
手形貸付 
割引 

経営サポート会議等に基づき作成された事業再生計画等
の写し 
【経営者保証を免除する場合】 
上記に加え、経営者保証免除対応確認書 

 

１００％ 

一部につき 

１００％ 


